
少子化対策の取組少子化対策の取組

●エンゼルプランと新エンゼルプラン

　我が国では、1990（平成２）年の「1.57ショッ
ク」1を契機に、政府は、出生率の低下と子

どもの数が減少傾向にあることを「問題」と

して認識し、仕事と子育ての両立支援など子

どもを生み育てやすい環境づくりに向けての

対策の検討を始めた。

　最初の具体的な計画が、1994（平成６）年
12月、文部、厚生、労働、建設の４大臣合
意により策定された「今後の子育て支援のた

めの施策の基本的方向について」（エンゼル

プラン）であり、今後10年間に取り組むべ
き基本的方向と重点施策を定めた計画で

あった。

　エンゼルプランを実施するため、保育所の

量的拡大や低年齢児（０～２歳児）保育、延

長保育等の多様な保育サービスの充実、地

域子育て支援センターの整備等を図るための

「緊急保育対策等５か年事業」が策定され、

1999（平成11）年度を目標年次として、整
備が進められることとなった。

　その後、1999年12月、少子化対策推進関
係閣僚会議において、「少子化対策推進基本

方針」が決定され、この方針に基づく重点施

策の具体的実施計画として、「重点的に推進

すべき少子化対策の具体的実施計画につい

て」（新エンゼルプラン。大蔵、文部、厚生、

労働、建設、自治の６大臣合意）が策定され

28

1　1990年の1.57ショックとは、前年（1989（平成元）年）の合計特殊出生率が1.57と、「ひのえうま」とい
う特殊要因により過去最低であった1966（昭和41）年の合計特殊出生率1.58を下回ったことが判明した
ときの衝撃を指している。

た。新エンゼルプランは、従来のエンゼルプ

ランと緊急保育対策等５か年事業を見直した

もので、2000（平成12）年度を初年度とし
て2004（平成16）年度までの計画であった。
最終年度に達成すべき目標値の項目には、こ

れまでの保育サービス関係だけでなく、雇用、

母子保健・相談、教育等の事業も加えた幅

広い内容となった。

第１節●これまでの少子化対策
　「1.57ショック」から「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」まで

第　   章2
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1990（平成2）年

1994（平成6）年12月

1999（平成11）年12月

1999（平成11）年12月

2001（平成13）年7月

2002（平成14）年9月

2003（平成15）年7月

2004（平成16）年6月

2004（平成16）年12月

2005（平成17）年4月

2006（平成18）年6月

2007（平成19）年12月

2007（平成19）年12月

2008（平成20）年2月

2008（平成20）年7月

2008（平成20）年１１月

〈1.57ショック〉　  ＝　 少子化の傾向が注目を集める

4大臣（文・厚・労・建）合意 3大臣（大・厚・自）合意

エンゼルプラン + 緊急保育対策等５か年事業

少子化対策推進関係閣議会議決定
（1995（平成7）年度～1999（平成11）年度）

少子化対策推進基本方針
6大臣（大・文・厚・労・建・自）合意

新エンゼルプラン
（2000（平成12）年度～04（平成16）年度）

平13.7.6閣議決定
厚生労働省まとめ仕事と子育ての両立支援等の方針

（待機児童ゼロ作戦等）

平15.7.16から
段階施行

平15.9.1施行
次世代育成支援対策推進法

少子化社会対策基本法

地方公共団体、
企業等における

行動計画の策定・実施

平16.6.4閣議決定

（参考）
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議
   【分科会】　
　　１ 基本戦略分科会
　　２ 働き方の改革分科会　
　　３ 地域・家族の再生分科会 
　　４ 点検・評価分科会 

少子化社会対策大綱

平16.12.24少子化社会対策会議決定

子ども・子育て応援プラン

（2005（平成17）年度～09（平成21）年度）

平18.6.20少子化社会対策会議決定

新しい少子化対策について

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章  
仕事と生活の調和推進のための行動指針  

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略    
平19.12.27少子化社会対策会議決定
【車の両輪】
・仕事と生活の調和の推進
・包括的な次世代育成支援の枠組みの構築

｢新待機児童ゼロ作戦」について

５つの安心プラン　③未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会

社会保障国民会議最終報告

少子化対策プラスワン

少子化対策の経緯第1 -2 -1図

第1節 ●●  これまでの少子化対策「1.57ショック」から「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」まで
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●次世代育成支援対策推進法

　2002（平成14）年９月に厚生労働省にお

いてまとめられた「少子化対策プラスワン」

では、従来の取組が、仕事と子育ての両立

支援の観点から、特に保育に関する施策を

中心としたものであったのに対し、子育て

をする家庭の視点から見た場合、より全体

として均衡のとれた取組を着実に進めてい

くことが必要であり、さらに、「男性を含め

た働き方の見直し」、「地域における次世代

支援」、「社会保障における次世代支援」、「子

どもの社会性の向上や自立の促進」という

４つの柱に沿って、社会全体が一体となっ

て総合的な取組を進めることとされた。家

庭や地域の子育て力の低下に対応して、次

世代を担う子どもを育成する家庭を社会全

体で支援する観点から、2003（平成15）年

７月、地方自治体及び企業における10年間

の集中的・計画的な取組を促進するため、「次

世代育成支援対策推進法」が制定された。

同法は、地方自治体及び事業主が、次世代

育成支援のための取組を促進するために、

それぞれ行動計画を策定し、実施していく

ことをねらいとしたものであった2。

　一般事業主の行動計画を策定した旨の都

道府県労働局への届出については、301人以

上の労働者を雇用する事業主は義務づけ、

300人以下は努力義務とされている3。地方

自治体及び事業主の行動計画策定に関する

規定は、2005（平成17）年４月から施行さ

れている。

　また、次世代育成支援対策推進法に基づ

き、企業が行動計画に定めた目標を達成し

たことなどの一定の基準を満たした場合に認

定され、認定マーク「くるみん（108ページ

参照）」を使用することができる仕組みが

2007（平成19）年４月から開始された。

●少子化社会対策基本法と少子化社会
対策大綱

　2003年７月、議員立法により、「少子化社

会対策基本法」が制定され、同年９月から施

行された。そして、この法律に基づき、内閣

府に、特別の機関として、内閣総理大臣を会

長とし、全閣僚によって構成される少子化社

会対策会議が設置された。また、同法は、少

子化に対処するための施策の指針として、総

合的かつ長期的な少子化に対処するための

施策の大綱の策定を政府に義務づけており、

それを受けて、2004年６月、「少子化社会対

策大綱」が少子化社会対策会議を経て、閣

議決定された。

　大綱では、少子化の急速な進行は社会・

経済の持続可能性を揺るがす危機的なもの

と真摯に受け止め、子どもが健康に育つ社会、

子どもを生み、育てることに喜びを感じるこ

とのできる社会への転換を喫緊の課題とし、

少子化の流れを変えるための施策に集中的

に取り組むこととしている。そして、子育て

家庭が安心と喜びをもって子育てに当たるこ

とができるよう社会全体で応援するとの基本

的考えに立って、少子化の流れを変えるため

の施策を国をあげて取り組むべき極めて重要

なものと位置づけ、「３つの視点」と「４つ

の重点課題」、「28の具体的行動」を提示し

ている。

2　具体的には、地方公共団体及び事業主は、国が策定する行動計画策定指針に基づき、次世代育成支援対
策の実施により達成しようとする目標及び実施しようとする対策の内容及びその実施時期等を定めた行
動計画を策定することとされている。

3　一般事業主の行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出については、平成23年４月１日から、101
人以上の労働者を雇用する事業主は義務づけ、100人以下は努力義務となる。
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●子ども・子育て応援プラン

　少子化社会対策大綱に盛り込まれた施策

について、その効果的な推進を図るため、

2004年12月、少子化社会対策会議において、

「少子化社会対策大綱に基づく具体的実施計

画」（子ども・子育て応援プラン）が決定され、

2005年度から実施されている。

　子ども・子育て応援プランは、少子化社会

対策大綱の掲げる４つの重点課題に沿って、

国が、地方自治体や企業等とともに計画的に

取り組む必要がある事項について、2005年

度から2009（平成21）年度までの５年間に

少子化社会対策大網の3つの視点と4つの重点課題第1 -2 -2図

3つの視点
 Ⅰ 自立への希望と力
 Ⅱ 不安と障壁の除去
 Ⅲ 子育ての新たな支え合いと連帯 ̶ 家族のきずなと地域のきずな

4つの重点課題
 Ⅰ 若者の自立とたくましい子どもの育ち
 Ⅱ 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
 Ⅲ 生命の大切さ、家庭の役割等についての理解
 Ⅳ 子育ての新たな支え合いと連帯

重点課題に取り組むための28の行動

【若者の自立とたくましい子どもの育ち】

⑴若者の就労支援に取り組む
⑵奨学金の充実を図る
⑶体験を通じ豊かな人間性を育成する
⑷子どもの学びを支援する

【生命の大切さ、家庭の役割等についての理解】

⑾乳幼児とふれあう機会の充実等を図る
⑿生命の大切さ、家庭の役割等についての理解を進める
⒀ 安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成につ
いての理解を進める

【子育ての新たな支え合いと連帯】
⒁ 就学前の児童の教育・保育を充実する
⒂ 放課後対策を充実する
⒃ 地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る
⒄ 家庭教育の支援に取り組む
⒅ 地域住民の力の活用、民間団体の支援、世代間交流を促進する
⒆ 児童虐待防止対策を推進する
⒇ 特に支援を必要とする家庭の子育て支援を推進する
21 行政サービスの一元化を推進する
22 小児医療体制を充実する
23 子どもの健康を支援する
24 妊娠・出産の支援体制、周産期医療体制を充実する
25 不妊治療への支援等に取り組む
26 良質な住宅・居住環境の確保を図る
27 子育てバリアフリーなどを推進する
28 児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深める

【仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し】

⑸ 企業等におけるもう一段の取組を推進する
⑹ 育児休業制度等についての取組を推進する
⑺ 男性の子育て参加促進のための父親プ
ログラム等を普及する

⑻ 労働時間の短縮等仕事と生活の調和の
とれた働き方の実現に向けた環境整備を

図る

⑼ 妊娠・出産しても安心して働き続けられる
職場環境の整備を進める

⑽再就職等を促進する
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講ずる具体的な施策内容と目標を掲げ、施策

の項目数は約130に及ぶ総合的な計画であ

る。また、子ども・子育て応援プランでは、サー

ビスの受け手である国民の目線も取り入れる

ことによって、国民の側からみて、「子ども

が健康に育つ社会」、「子どもを生み育てるこ

とに喜びを感じることのできる社会」への転

換がどのように進んでいるかわかるよう、お

おむね10年後を展望した「目指すべき社会」

の姿を提示している。

　子ども・子育て応援プランに盛り込まれた

目標値については、策定当時、全国の市町村

が策定作業中の次世代育成支援に関する行動

計画における子育て支援サービスの集計値を

若者の自立と
たくましい子ど
もの育ち

○若者が意欲を持って就業し経済的にも自立［フリータ

ー約200万人、若年失業者・無業者約100万人それぞ
れについて低下を示すような状況を目指す］

○教育を受ける意欲と能力のある者が経済的理由で修

学を断念することのないようにする

○各種体験活動機会が充実し、多くの子どもが様々な

体験を持つことができる

○希望する者すべてが安心して育児休業等を取得

   ［育児休業取得率 男性10％、女性80％、小学校修
学始期までの勤務時間短縮等の措置の普及率25％］

○男性も家庭でしっかりと子どもに向き合う時間が持てる

［育児期の男性の育児等の時間が他の先進国並み

に］

○働き方を見直し、多様な人材の効果的な育成活用によ

り、労働生産性が上昇し、育児期にある男女の長時間

労働が是正

○全国どこでも歩いていける場所で気兼ねなく親子で集ま

って相談や交流ができる（子育て拠点施設がすべての

中学校区に1か所以上ある）
○全国どこでも保育サービスが利用できる［待機児童が50
人以上いる市町村をなくす］

○児童虐待で子どもが命を落とすことがない社会をつくる

［児童虐待死の撲滅を目指す］

○全国どこでも子どもが病気の際に適切に対応できるよう

になる

○妊産婦や乳幼児連れの人が安心して外出できる［不安

なく外出できると感じる人の割合の増加］

○多くの若者が子育てに肯定的な（「子どもはかわいい」、

「子育てで自分も成長」）イメージを持てる

仕事と家庭の
両立支援と働
き方の見直し

生命の大切
さ、家庭の役
割等について
の理解

子育ての新た
な支え合いと
連帯

○若年者試用（トライアル）雇用の積極的活用

（常用雇用移行率80％を2006年度までに達
成）

○日本学生支援機構奨学金事業の充実（基準を

満たす希望者全員の貸与に向け努力）

○学校における体験活動の充実（全国の小・中・

高等学校において一定期間のまとまった体験

活動の実施）

○企業の行動計画の策定・実施の支援と好事例

の普及（次世代法認定企業数を計画策定企

業の20％以上、ファミリーフレンドリー表彰企
業数を累計700企業）

○個々人の生活等に配慮した労働時間の設定

改善に向けた労使の自主的取組の推進、長時

間にわたる時間外労働の是正（長時間にわた

る時間外労働を行っている者を1割以上減少）

○保育所、児童館、保健センター等において中・高

校生が乳幼児とふれあう機会を提供（すべての

施設で受入を推進）

○全国の中・高等学校において、子育て理解教育

を推進

○地域の子育て支援の拠点づくり（つどいの広場
事業、地域子育て支援センター合わせて全国
6,000か所での実施）

○待機児童ゼロ作戦のさらなる展開（待機児童の
多い市町村を中心に保育所受入児童数を215
万人に拡大）

○児童虐待防止ネットワークの設置（全市町村）
○小児救急医療体制の推進（小児救急医療圏

404地区をすべてカバー）
○子育てバリアフリーの推進（建築物、公共交通
機関及び公共施設等の段差解消、バリアフリ
ーマップの作成）

【4つの重点課題】【2009年度までの5年間に講ずる施策と目標（例）】【目指すべき社会の姿〔概ね10年後を展望〕（例）】

「子ども・子育て応援プラン」の概要第1-2-3図
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第1節 ●●  これまでの少子化対策「1.57ショック」から「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」まで

基礎において設定されている。全国の市町村

計画とリンクしたものにすることにより、子ど

も・子育て応援プランの推進が、全国の市町

村行動計画の推進を支援することにもなる。

●新しい少子化対策

　2005年、我が国は1899（明治32）年に人

口動態の統計をとり始めて以来、初めて総人

口が減少に転じ、出生数は106万人、合計特

殊出生率は1.26と、いずれも過去最低を記録

した。

　こうした予想以上の少子化の進行に対処

し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転

換を図るため、2006年6月、少子化社会対策

会議において「新しい少子化対策について」

（以下「新しい少子化対策」という。）が決定

された。

 「新しい少子化対策」は、少子化対策の抜本

的な拡充、強化、転換を図るため、①社会

全体の意識改革と、②子どもと家族を大切に

する観点からの施策の拡充という２点を重視

し、40項目にわたる具体的な施策を掲げて

いる（第１－２－４図参照）。

　特に、家族・地域のきずなの再生や社会

全体の意識改革を図るための国民運動の推

進を強調していること、親が働いているかい

ないかにかかわらず、すべての子育て家庭を

支援するという観点から、子育て支援策の強

化を打ち出していること、子どもの成長に応

じて子育て支援のニーズが変わっていくこと

に着目し、妊娠・出産から高校・大学生期に

至るまで、子どもの成長に応じて、年齢進行

ごとの４期に分けて子育て支援策を掲げてい

ること、などが特徴的な点といえる。

　「新しい少子化対策」を受けて、児童手当

制度における乳幼児加算の創設（３歳未満

児の児童に対する児童手当の月額を従来の

5,000円から一律１万円に引き上げ）、生後４

か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃ

ん事業）の実施、育児休業給付率の引き上

げ（育児休業の取得促進を図るため、育児

休業給付の給付率を休業前賃金の40％（う

ち、職場復帰後10％）から50％（同20％）

に引き上げ）、放課後子どもプランの推進、

企業が一定要件を満たす事業所内託児施設

を設置した場合における税制上の優遇措置

などが講じられた。
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新しい少子化対策の概要第1-2-4図

2005年は総人口が減少に
転ずるとともに、出生数及び
合計特殊出生率はいずれも
過去最低を記録。

急速な少子化の進行
と人口の減少

経済産業や社会保障の問題にとどまらず、国や社会の存立基盤に関わる問題

社会意識を問い直し、家族の重要性の再認識、若い世代の
不安感の原因に総合的に対応するため

（１）　社会全体の意識改革
    ・　子どもの誕生を祝福し、子どもを慈しみ、守り育てることは、社会の基本的な責任
    ・　国、地方公共団体、企業、地域社会等が連携の下で社会全体の意識改革に取り組む

（２）　子どもと家族を大切にするという視点にたった施策の拡充
　① 子育ては第一義的には家族の責任であるが、子育て家庭を、国、地方公共団体、企業、地域等、社会全体で支援
　② すべての子育て家庭を支援するため地域における子育て支援策を強化（特に在宅育児、放課後対策）
　③ 仕事と子育ての両立支援の推進や、子どもと過ごす時間を確保できるよう男性を含めた働き方の改革
　④ 親の経済力が低く、仕事や家庭生活の面でも課題が多い出産前後や乳幼児期において、経済的負担の軽減を含めた総合的な対策の推進
　⑤ 就学期における子どもの安全対策、出産・子育て期の医療ニーズに対応できる体制の強化、特別な支援を要する子ども及びその家族への支援の　
　　 拡充

新しい少子化対策の推進

（１）子育て支援策

Ⅰ　新生児・乳幼児期（妊娠・出産から乳幼児期まで）

① 出産育児一時金の支払い手続の改善
② 妊娠中の健診費用軽減
③ 不妊治療の公的助成の拡大
④ 妊娠初期の休暇などの徹底・充実
⑤ 産科医等の確保等産科医療システムの充実
⑥ 児童手当制度における乳幼児加算の創設
⑦ 子育て初期家庭に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネット
　 ワークの構築

Ⅱ　未就学期（小学校入学前まで）

① 全家庭を対象とする地域における子育て支援拠点の拡充
② 待機児童ゼロ作戦の更なる推進
③ 病児・病後児保育、障害児保育等の拡充
④ 小児医療システムの充実
⑤ 行動計画の公表等次世代育成支援対策推進法の改正の検討
⑥ 育児休業や短時間勤務の充実・普及
⑦ 事業所内託児施設を含め従業員への育児サービスの提供の促進
⑧ 子どもの事故防止策の推進
⑨ 就学前教育についての保護者負担の軽減策の充実

Ⅲ　小学生期
① 全小学校区における「放課後子どもプラン」の推進
② スクールバスの導入等、学校や登下校時の安全対策

Ⅳ　中学生・高校生・大学生期

① 奨学金の充実等
② 学生ベビーシッター等の推奨

（２）働き方の改革

① 若者の就労支援
② パートタイム労働者の均衡処遇の推進
③ 女性の継続就労・再就職支援
④ 企業の子育て支援の取組の推進
⑤ 長時間労働の是正等の働き方の見直し
⑥ 働き方の見直しを含む官民一体子育て支援推進運動

（３）その他の重要な施策

① 子育てを支援する税制等を検討
② 里親・養子縁組制度の促進と広報・啓発
③ 地域の退職者、高齢者等の人材活用による世代間交流
　 の推進
④ 児童虐待防止対策及び要保護児童対策の強化
⑤ 母子家庭等の総合的な自立支援対策の推進
⑥ 食育の推進
⑦ 家族用住宅、三世代同居・近居の支援
⑧ 結婚相談等に関する認証制度の創設

国民運動の推進

（１）家族・地域の絆を再生する国民運動

① 「家族の日」や「家族の週間」の制定
② 家族・地域のきずなに関する国、地方公共団体による行事の開催
③ 働き方の見直しについての労使の意識改革を促す国民運動

（２）社会全体で子どもや生命を大切にする運動

① マタニティマークの広報・普及
② 有害な情報の流通への注意と子どもに有用な情報提供
③ 生命や家族の大切さについての理解の促進

少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図る

出  生  率  の  低  下  傾  向  を  反 転  さ  せ  る
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第1節 ●●  これまでの少子化対策「1.57ショック」から「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」まで

●「子どもと家族を応援する日本」重点
戦略

　平成18年将来推計人口において示された

少子高齢化についての一層厳しい見通しや

社会保障審議会の「人口構造の変化に関す

る特別部会」の議論の整理等を踏まえ、2007

（平成19）年２月、少子化社会対策会議にお

いて「子どもと家族を応援する日本」重点戦

略（以下「重点戦略」という。）の策定方針

が決定され、同会議の下に「子どもと家族を

応援する日本」重点戦略検討会議（以下「重

点戦略検討会議」という。）が設置された。

　重点戦略検討会議は、結婚や出産・子育

てに関する国民の希望と現実のかい離に注目

し（第１－２－５図参照）、国民の希望を実

現するには何が必要であるかに焦点を当てて

検討が進められた点が特徴であり、４つの分

科会を設けて検討が進められ、2007年６月

の中間報告を経て、同年12月にとりまとめ

られた。

　我が国は、欧州諸国に比べて現金給付、

現物給付を通じて家族政策全体の財政的な

規模が小さく、家族政策を支える負担につい

ての明確な国民的合意も形成されているとは

言い難い状況であることなどが指摘されてい

る（第１－２－６図、第１－２－７図参照）。

　重点戦略においては、就労と結婚・出産・

子育ての二者択一構造を解決するためには、

「働き方の見直しによる仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とと

もに、その社会的基盤となる「包括的な次世

代育成支援の枠組みの構築」（「親の就労と

子どもの育成の両立」と「家庭における子育

て」を包括的に支援する仕組み）を「車の両

輪」として、同時並行的に取り組んでいくと

ことが必要不可欠であるとされている（第１

－２－８図参照）。また、少子化対策の推進

の実効性を担保するために、「利用者の視点

に立った点検・評価とその反映」が必要であ

ること、次世代育成支援が十分に効果を発

揮するために国民の理解と意識改革が必要

であることも指摘されている。

第1-2-5図

○ 将来推計人口（平成18年中位推計）において想定されている日本の将来像と、実際の国民の希望とは大きくかい離。
○ このかい離を生み出している要因としては、雇用の安定性や継続性、仕事と生活の調和の度合い、育児不安などが

指摘されており、出産・子育てと働き方をめぐる問題に起因するところが大きい。

結婚や出産・子育てをめぐる国民の希望と現実とのかい離
～急速な少子化を招いている社会的な要因～

特に第2子以降 ： 夫婦間の家事・育児の分担度合い、
育児不安の度合い

・ 男性の家事・育児分担度が高い家庭では、第2子以降の出
産意欲が高く、継続就業割合も高い

・ 育児不安の程度が高い家庭では、第2子以降の出産意欲が
低い

出産 ： 子育てしながら就業継続できる見通し、仕事と生
活の調和の確保度合い

・ 育児休業が取得できる職場で働く女性の出産確率は高い
・ 長時間労働の家庭の出産確率は低い

結婚 ： 経済的基盤、雇用・キャリアの将来の見通し、安
定性

・ 収入が低く、雇用が不安定な男性の未婚率が高い
・ 非正規雇用や育児休業が利用できない職場で働く女性の未婚
率が高い

このかい離を生み出している要因（各種調査や実証研究より）将来人口推計における2055年の姿
（平成18年12月推計）

生涯未婚率23.6% × 夫婦の出生児数1.69人

合計特殊出生率1.26

現在の実際の国民の希望

9割以上が結婚希望 × 夫婦の希望子ども数
2人以上

合計特殊出生率1.75

大きなかい離
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　「働き方の見直しによる仕事と生活の調和

の実現」については、2007年７月、内閣官

房長官を議長とし、関係閣僚、経済界や労

働界、地方の代表者及び有識者で構成する

「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ

会議」が設けられ、同年12月、「仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以

下「憲章」という。）及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」（以下「行動指針」

という。）が決定された（第１部第３章参照）。

憲章及び行動指針は、重点戦略に「車の両輪」

各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較（2003年）第1-2-6図

4.0
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その他の現物給付（Other Bene pts  in kind）
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（％）
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ドイツ

53.3％
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イギリス
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《65.8％》
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国民負担率
　《潜在的          
国民負担率》
（2003年）

現
物
給
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現
金
給
付

0.21

1.74

0.090.09

0.66

0.85

0.17 0.39

1.19

0.34
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0.84

0.58
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0.33

0.12
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0.29

0.75％
（3兆6,849億円）

0.70％
（754億3,307万

ドル）

1.30％
（173億185万
ユーロ）

2.01％
（434億8,006万

ユーロ）

2.93％
（328億8,681万

ポンド）

3.02％
（478億6,386万

ユーロ）

3.54％
（870億7,100万
クローネ）

資料：OECD : Social Expenditure Database 2007
　　（日本のGDPについては内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算（長期時系列）」による。）

の一方として反映されている（第１－２－９

図参照）。

　「包括的な次世代育成支援の枠組みの構

築」については、①親の就労と子どもの育成

の両立を支える支援、②すべての子どもの健

やかな育成を支える対個人給付・サービス、

③すべての子どもの健やかな育成の基盤と

なる地域の取組、といった観点から効果的な

財政投入が必要であるとされている。また、

欧州諸国の経験に照らせば、とりわけ現物給

付の充実を図り、女性をはじめ働く意欲を持
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第1 節 ●●  これまでの少子化対策「1 .5 7 ショック」から「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」まで

各国の社会保障給付費の構成比（2003年）第1-2-7図

高齢

保健

家族
その他

100％
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資料：OECD：Social Expenditure Database 2007

日本 アメリカ ドイツ イギリス フランス スウェーデン

46.7％

33.1％
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16.2％ 21.2％

4.2％

41.7％

32.9％
39.7％

28.1％

7.1％

25.1％ 25.3％

13.7％

31.2％

29.8％
36.3％
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10.4％

27.2％
34.8％

11.1％

22.4％

31.7％

高齢　　保健　　家族　　その他

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略策定の視点　　第1-2-8図

●人口減少に伴う労働力人口の減少は、経済成長面からも問題。少子化の背景には、結婚、出産・子育てに関する希望と
現実のかい離が存在。
●人口減少下で、我が国経済社会が今後とも持続的に発展していくためには、
　①「若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現」、②「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」
　の２つを同時に達成することが必要。

① 働き方の改革による仕事と生活の調和の実現 ② 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築
（多様な働き方に対応した子育て支援サービスの再構築）

その鍵は「就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造」の解決

「二者択一構造」解消のための「車の両輪」を速やかに軌道に乗せることが必要

つすべての人の労働市場参加と国民の希望

する結婚・出産・子育てを可能にする社会的

基盤を構築することが喫緊の課題とされてい

る（第１－２－１０図参照）。

　また、重点戦略では、効果的な財政投入

の必要性を「未来への投資」と位置付け、国

民が希望する結婚や出産・子育ての実現を

支えるための児童・家族関係の給付やサービ

スについて推計を行い、追加的に必要となる

社会的なコストは1.5兆円～ 2.4兆円になると

している（第１－２－１１図参照）。
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重点戦略策定の視点①

① 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

第1-2-9図

【従来】 働き方の見直しは個々の企業の取組に依存　→　一部が先進的に取り組み、社会的広がりが欠如
【今般】 経済界、労働界、地方のトップで協議、合意　 →　社会全体を動かす大きな契機に

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（国民的な取組の大きな方向性の提示）
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（企業や働く者等の効果的取組、国や地方公共団体の施策の方針）を策定

【働き方の二極化等】
○競争の激化、経済低迷や産業構
造の変化　→　

　正社員以外が大幅に増加、正社
員の労働時間の高止まり

○かつては専業主婦。現在は過半
数が共働き世帯。
→働き方や子育て支援などの
　社会的基盤は従来のまま
→男女の固定的な役割分担意
　識が残存

国民一人一人がやりがいや充実
感を感じながら働き、仕事上の責
任を果たすとともに、家庭や地域
生活などにおいても、子育て期、
中高年期といった人生の各段階に
応じて多様な生き方が選択・実現
できる社会

①就労による経済的自立
が可能な社会

○就業率（②、③にも関連）
＜女性（25～44才）＞
　 64.9％ → 69～72％
＜高齢者（60～64才）＞
　 52.6％ → 60～61％
○フリーターの数
　187万人→ 144.7万人以下

企業と働く者
協調して生産性の向上に
努めつつ、職場の意識や
職場風土の改革とあわせ
働き方の改革に自主的に
取り組む

国・地方公共団体
国民運動を通じた気運の
醸成、制度的枠組みの構
築や環境整備などの促
進・支援策への積極的な
取組、地域の実情に応じ
た展開

○週労働時間60時間以上の雇用者の割合
　10.8％　→  半減
○年次有給休暇取得率
　46.6%　→  完全取得

○第1子出産前後の女性の継続就業率
　38.0％→ 55%
○育児休業取得率
　（女性）72.3%→ 80%
　（男性）0.50%→ 10%
○男性の育児・家事関連時間（6歳未満
　児のいる家庭）
　60分／日 →  2.5時間／日

②健康で豊かな生活の
ための時間が確保でき
る社会

③多様な働き方・生き方
が選択できる社会

【仕事と生活の間で問題を抱える人
の増加】

○正社員以外の働き方の増加
→経済的に自立できない層

○長時間労働
→「心身の疲労」「家族の団らんを
　持てない層」

○ 働き方の選択肢の制約
→仕事と子育ての両立が困難

【少子化対策や労働力確保
が社会全体の課題に】

○結婚や子育てに関する　
人々の希望を実現しにく
いものにし、急速な少子　
化の要因に

○働き方の選択肢が限定。
女性、高齢者等の多様な
人材を活かせない

○個人の生き方や人
生の段階に応じて
多様な働き方の
選択を可能にする
必要

○働き方の見直し
が、生産性の向上
や競争力の強化
に＝「明日への投
資」

Ⅰ　意義・緊要性

Ⅱ　「憲章」及び「行動指針」

仕事と生活の調和が実現した
社会の姿

各主体の取組を推進するための
社会全体の目標を設定

関係者が果たすべき役割

（代表例）（いずれも　現状 → 10年後） 社
会
全
体
と
し
て
の
進
捗
状
況
を
把
握
・
評
価
し
、政
策
に
反
映
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第1 節 ●●  これまでの少子化対策「1 .5 7 ショック」から「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」まで

重点戦略策定の視点②

② 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築

第1-2-10図

○育児休業と保育（あるいはその組合せ）で切れ
目なくカバーできる体制、仕組みの構築

○短時間勤務を含めた育児期の休業取得方法の
弾力化、家庭的保育など保育サービスの提供手
段の多様化

○保育所から放課後児童クラブへの切れ目のない
移行

①親の就労と子どもの育成の両立を
支える支援

○一時預かりの再構築（一定のサービス水準の普
遍化）

○経済的支援の実施

②すべての子どもの健やかな育成を
支える対個人給付・サービス

○ とりわけ仕事と家庭の両立や家庭における子育てを支える社会的
基盤となる現物給付の実現に優先的に取り組む必要

○ 「未来への投資」として、効果的な財政投入が必要

○ 次世代の負担によって賄うことのないよう、必要な財源をその時点
で手当てして行うことが必要

《具体的な制度設計の検討》
○費用分担等を含む具体的な制度設計の検討について、直ちに着手の
上、税制改革の動向を踏まえつつ速やかに進めるべき

《先行して取組むべき課題》
○家庭的保育の制度化や一時預かり事業等の法律的な位置づけの明確
化、地方公共団体や事業主が策定する次世代育成支援の行動計画に
基づく取組の推進のための制度的な対応、社会的養護体制の充実な
どの課題について20年度において先行実施すべき

○妊婦健診の望ましい受診回数の確保
○全戸訪問の実施、地域子育て支援拠点の整備
○子どもの放課後の居場所の設置
○家庭的な環境における養護の充実

③すべての子どもの健やかな育成の
基盤となる地域の取組

※現在の費用構成は、国・地方公共
団体の公費が約8割、企業・個人の保
険料等が約2割

※フランスの家族関係支出を日本の
人口規模に換算すると約10.6兆円

仕事と生活の調和を推進し、国民の希望する
結婚や出産・子育ての実現を支える

給付・サービスの考え方

効果的な財政投入の必要性

（社会的コストの試算）

○利用者の視点に立った点検・評価手法の構築
○現行プランの見直しに当たって、利用者の視点に立った指標等を盛り込んで、定期的に点検評価を行い、その
　結果を毎年度の予算編成、事業実施に反映（PDCA（計画ー実施ー点検・評価ー施策の改善）サイクルの確立）

○施策の必要性と有効性について十分に国民に説明し、理解を浸透
○自然に子育ての喜びや大切さを感じられるよう社会全体の意識改革のための国民運動

支援策が十分に効果を発揮するための国民の理解と意識改革

利用者の視点に立った点検・評価とその反映

児童・家族関連社会支出額
（19年度推計）約4兆3,300億円
（対GDP比0.83% 欧州諸国では 
  2～3%）

推計追加所要額 1.5～2.4兆円
希望者すべてが就業した場合や
就業率等がスウェーデン並みと
なった場合等を仮定した試算
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仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える
給付・サービスの社会的なコストの推計

第1 -2 -1 1図

Ⅰ　親の就労と子どもの育成の両立を支える支援

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）
　・第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38%→5 5%）に対応した育児休業取得の増加
　・0～3歳児の母の就業率の上昇（現在3 1%→5 6%）に対応した保育サービスの充実（3歳未満児のカバー率2 0%→3 8%、年間5日の
病児・病後児保育利用）

　・スウェーデン並みに女性の就業率（8 0%）、保育（3歳未満児）のカバー率（4 4%）が上昇、育児休業や保育の給付水準を充実した場
合も推計

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援
　・放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の1 9 .0% → 6 0%）

関連社会支出額（19年度推計）　約1兆3,100億円　　　　　追加的に必要となる社会的コスト　＋1兆800億円～2兆円

Ⅱ　すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援
　・未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成

関連社会支出額（19年度推計）　約2兆5,700億円　　　　　追加的に必要となる社会的コスト　＋2,600億円

Ⅲ　すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進
・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実
・全小学校区に面的に地域子育て支援拠点を整備

関連社会支出額（19年度推計）　約4,500億円　　　　　追加的に必要となる社会的コスト　＋1,800億円

児童・家族関連社会支出額（19年度推計）

約4兆3,300億円
（対GDP比0.83%　欧州諸国では2～3%）

推計追加所要額　1.5～2.4兆円
Ⅰ 約1兆800億円～2兆円
Ⅱ 2,600億円
Ⅲ 1,800億円

注１：「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定される10年後
の数値目標と整合をとって試算している。

　２：これは、現行の給付・サービス単価（利用者負担分を含まない）をベースにした試算であり、質の向上、事業実施主体の
運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の費用負担のあり方等については勘
案していない。

　３：児童虐待対応、社会的養護や障害児へのサービスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサービスの費用
の変化に関しては、この推計には含まれていない。

　４：これは、毎年ランニングコストとして恒常的に必要となる額を推計したものであるが、これらのサービス提供のためには、こ
の恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。

　５：現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この費用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、3歳未満児
数でみると、平成18年中位推計では現在と比べて10年後で8割弱、20年後で約3分の2の規模に減少するが、国民の結
婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95%、20年後でも93%の規模を維持する。

　６：児童手当については、別途機械的に試算。

・全市町村で生後4か月までの全戸訪問を実施
・全小学校区で放課後子ども教室を実施（「放課後子どもプラン」）
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第2 節 ●●  「待ったなし」の少子化対策の推進

●社会保障の機能強化のための緊急対策
　～５つの安心プラン～

　2008（平成20）年７月、政府は、「将来に

希望を持って安心して働き、安心して子ども

を生み育てられること」、「病気になっても安

心して医療を受けられること」など、国民の

「安心」につながる国民の目線に立ったきめ

細かな社会保障の方策を検討し、この１～２

年の間に着実に実行に移していくために求め

られている５つの課題について、緊急に講ず

べき対策とこれを実施していく工程を「社会

保障の機能強化のための緊急対策～５つの

安心プラン～」としてとりまとめた。

　５つの課題のうちの１つの柱4である『未

来を担う「子どもたち」を守り育てる社会』

では、国民の結婚・出産・子育てについての

「希望」と「現実」とのかい離を解消し、未

来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を

実現するための「保育サービス等の子育てを

支える社会的基盤の整備等」と「仕事と生

活の調和の実現」について、第１－２－１３

図のような施策が盛り込まれている。

第 2 節●「待ったなし」の少子化対策の推進

少子化対策をめぐる最近の議論1

（支給対象年齢の児童に対する支給率をおおむね90%として試算）

（参考 ̶ 支給対象年齢の児童全員に支給した場合）

支
給
対
象
年
齢

支
給
対
象
年
齢

支　　　　給　　　　額

現行
一律1万円 一律2万円 一律3万円

（現行）
小学校卒業まで

中学校卒業まで

（現行）
小学校卒業まで

中学校卒業まで

1兆500億円 1兆5,400億円
《＋4,900億円》

3兆800億円
《＋2兆300億円》

4兆6,200億円
《＋3兆5,700億円》

1兆9,300億円
《＋8,800億円》

1兆2,700億円
《＋2,200億円》

3兆8,500億円
《＋2兆8,000億円》

5兆7,800億円
《＋4兆7,300億円》

1兆7,100億円
《＋6,600億円》

1兆1,600億円
《＋1,100億円》

3兆4,200億円
《＋2兆3,700億円》

5兆1,400億円
《＋4兆900億円》

2兆1,500億円
《＋1兆1,000億円》

1兆4,000億円
《＋3,500億円》

4兆2,900億円
《＋3兆2,400億円》

6兆4,400億円
《＋5兆3,900億円》

第1子、第2子 5,000円
3子以降 10,000円
3歳未満児一律 10,000円

支給額、支給対象年齢について各種の前提をおいた児童手当給付額の機械的試算第1-2-12表

4　他の４つの課題は、『高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会』、『健康に心配があれば、誰もが医
療を受けられる社会』、『派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会』、『厚生労働行政に対す
る信頼の回復』となっている。


